








































































































































































































 

（社会参画・意見反映を支える人材の育成） 

 

社会参画・意見反映を支える人材の育成 

「こども・若者意見反映サポート事業」において、地方公共団体におけるこども・若者の意見反映の継

続的な取組を推進するため、希望する地方公共団体に対し、意見聴取の場づくりを始めとする一連の意見

反映プロセスについての相談応対及び意見を聴く場へのファシリテーター等の派遣を行うほか、こども

や若者の意見表明を支えるファシリテーションについての必要な知識や実践的経験を有した人材を増や

し、こどもや若者にとって安全・安心な意見表明の機会を確保及び拡大するため、地域人材を対象とした

「こども意見ファシリテーター養成講座」を行う。【再掲】【こども家庭庁】 

 地方公共団体におけるファシリテーター養成の在り方や、意見聴取の手法・対象に応じて必要となるフ

ァシリテーターの技能、その他こども・若者の社会参画・意見反映を支える人材の在り方等について、継

続的に検討する。【こども家庭庁】 

 

（６）若者が主体となって活動する団体等の活動を促進する環境整備 

様々な社会課題の解決に自ら声を上げて取り組む若者団体や地域においてこどもや若

者が主体となって活動しているこども会議、若者会議、ユースカウンシルなどは、こども

や若者の社会参画の機会の一つであり、これらの活動がより充実するよう、連携を強化す

るとともに、好事例の展開等を進める。若者団体等の主体的な活動を促進するための取組

の在り方について検討する。 

地域におけるこどもの意見反映・社会参画の拠点として、児童館、子ども会、こども食

堂や学習支援の場など地域にある多様な居場所、公民館や図書館などの社会教育施設、こ

どもの意見表明支援やこどもの社会参画機会の提供を行う民間団体との連携を強化す

る。 

(こども大綱 pp.37-38) 

 

（若者が主体となって活動する団体等の活動の促進） 

 

若者が主体となって活動する団体等との連携強化・取組促進等 

こどもや若者の社会参画を進めることの意義を踏まえ、様々な社会課題の解決に自ら声を上げて取り

組む若者団体や地域においてこどもや若者が主体となって活動しているこども会議、若者会議、ユースカ

ウンシルなどとの意見交換を様々な機会を捉えて行う。【こども家庭庁】 

若者が主体となって活動する団体の活動の促進に向けて、若者団体が抱える様々な課題（人材育成・組

織運営、資金調達、広報・情報発信等）の解決に向け、情報共有の場を提供するなどの支援を行うととも

に、更なる課題の把握を行う。【こども家庭庁】 

 

（民間団体等との連携強化） 

 

民間団体等との連携強化 
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こどもの意見表明支援やこどもの社会参画機会の提供を行う民間団体等と意見交換を行う。【こども家

庭庁】 

 

（７）こども・若者の社会参画や意見反映に関する調査研究 

こどもや若者の社会参画や意見反映に関する調査研究を推進する。 

こども・若者の社会参画、意見反映のプロセスやその結果に係る評価について、仕組み

の構築に向けて取り組む。 

(こども大綱 p.38) 

 

（こどもや若者の社会参画や意見反映に関する調査研究） 

 

こどもや若者の社会参画や意見反映に関する調査研究 

こども・若者参画及び意見反映専門委員会の議論等を踏まえつつ、こどもや若者の社会参画や意見反映

に関する必要な調査研究を実施する。【こども家庭庁】 

 

（こども・若者の社会参画、意見反映のプロセス等の評価に係る仕組みの構築） 

 

こども・若者の社会参画、意見反映のプロセス等の評価に係る仕組みに関する検討 

「こども若者★いけんぷらす」の取組に関するこども・若者や関係者等の意見等を踏まえ、意見反映に

関するプロセスの評価を行い、改善につなげる。【こども家庭庁】 

意見反映のプロセスや意見反映の結果に係る評価の在り方について、仕組みの構築を見据えた検討を

進める。【こども家庭庁】  

101



 

２ こども施策の共通の基盤となる取組 

（１）「こどもまんなか」の実現に向けたＥＢＰＭ 

（こども施策におけるＥＢＰＭの浸透に向けた仕組み・体制の整備） 

様々なデータや統計を活用するとともに、こども・若者からの意見聴取などの定性的な

データも活用し、個人情報を取り扱う場合にあってはこどもや若者本人等の権利利益の

保護にも十分に配慮しながら、課題の抽出などの事前の施策立案段階から、施策の効果の

事後の点検・評価・公表まで、それぞれの段階で、エビデンスに基づき多面的に施策を立

案し、評価し、改善していく（ＥＢＰＭ：Evidence Based Policy Making）。その際、施

策立案・実施の専門家である行政職員とデータ利活用等の専門家が協働・対話して進めて

いくこと、試行錯誤をしながら進めていくこと、定量的なデータに固執し過ぎず定性的な

データも活用することを認識しつつ進める。また、こども施策においては、何をアウトカ

ムとするかが十分に定まっていないものが少なくなく、研究途上とも言えることから、こ

ども・若者や子育て当事者の視点に立ち、施策の実態を踏まえて、何をアウトカムとする

ことが適切か、そうしたアウトカムをどのように得ていくのかについて検討していく。 

大学・研究機関等の外部の専門家の登用・活用を進めるなど、こども施策の企画立案・

実施を担う行政職員をＥＢＰＭの観点から支援する体制を整備する。 

こども施策の企画立案・実施を担う部署の職員に対し、ＥＢＰＭに関する周知啓発や研

修、情報提供、支援を進める。 

行政が中長期的な視野に立って優先順位等を付けた上で施策課題について研究テーマ

を提起し大学・研究機関等の創意工夫を活かす調査研究等を推進する。 

新たに「女性の健康」に関するナショナルセンター機能を持たせる国立成育医療研究セ

ンターにおける成育医療等に関するシンクタンク機能の充実を図る。 

地方公共団体が行うこども施策におけるＥＢＰＭに関する取組について、好事例の展

開等を行う。 

(こども大綱 pp.38-39) 

 

（こども施策におけるアウトカムの検討） 

 

こども施策における適切なアウトカム等の検討 

こども施策の推進に当たってどのようなアウトカム（成果目標・成果実績）が適切か、その達成度を客

観的に判断できる測定指標はどのようなものかについて検討を進め、得られた知見については、こども施

策の企画立案、検証・評価等に活用する。【こども家庭庁】 

 

（こども施策の企画立案・実施を担う行政職員をＥＢＰＭの観点から支援する体制の整備） 

 

こども施策におけるＥＢＰＭに資する支援体制の構築 

こども施策に関しＥＢＰＭの観点から専門的な助言等の支援を行う大学・研究機関等の外部専門家（こ

ども家庭庁ＥＢＰＭアドバイザー）の充実を図るとともに、こども施策の企画立案、検証・評価の検討段
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階での積極的な活用を推進するなど、こども施策におけるＥＢＰＭの浸透に資する支援体制の整備を進

める。【こども家庭庁】 

 

（こども施策の企画立案・実施を担う部署の職員に対するＥＢＰＭに関する周知啓発等） 

 

こども施策におけるＥＢＰＭの浸透に資する研修や周知啓発、情報提供、相談支援等の充実 

こども施策の企画立案・実施を担う職員に対し、ＥＢＰＭに関する知見や業務に即した実務的なノウハ

ウの習得に資する研修を引き続き実施する。また、職員アンケート等を実施して得られたニーズや課題を

踏まえ、当該職員への効果的な周知啓発、情報提供、相談支援等の充実を図る。【こども家庭庁】 

 

（大学・研究機関等の創意工夫を活用した調査研究等の推進） 

 

大学・研究機関等の創意工夫を活かす調査研究等の推進 

大学・研究機関等の創意工夫を活かした調査研究等を推進する観点から、国立成育医療研究センター等

の外部研究機関との連携・協力関係の構築を引き続き図りつつ、中長期的な視野に立って施策課題に係る

研究テーマの検討を図る。【こども家庭庁】 

 

（国立成育医療研究センターにおける成育医療等に関するシンクタンク機能の充実） 

 

成育医療等に関するシンクタンク機能の充実 

「女性の健康」に関するナショナルセンター機能を持たせる国立成育医療研究センターにおける、プレ

コンセプションケアや産後ケア事業を含む成育医療等の提供に関する知見の収集、評価・分析、人材育成

等のシンクタンク機能の充実を図る。【こども家庭庁】 

 

（地方公共団体が行うこども施策におけるＥＢＰＭに関する取組の横展開） 

 

こども政策におけるＥＢＰＭに関する地方公共団体の好事例の収集 

地方公共団体のこども施策におけるＥＢＰＭの推進を支援するべく、先進的な地方公共団体の取組の

好事例を引き続き収集しつつ、適宜収集した好事例を地方公共団体に展開を行う。【こども家庭庁】 

 

（こども施策に関するデータの整備、エビデンスの構築） 

良質なデータがあってこそ導出されたエビデンスを施策課題等に照らして解釈するこ

とが可能となるとの認識の下、政府全体として収集すべきデータを精査し、各府省庁が連

携して、こども・若者や子育て当事者の視点に立った調査研究の充実や必要なデータの整

備等を進める。その際、国際機関等のデータとの比較の観点を考慮するとともに、こども

に関する長期的な追跡データや月次データ等の充実、男女別データの把握に努める。 

こどもに着目したウェルビーイング指標の在り方について検討を進める。 

こども施策の推進のために創出が必要なエビデンスを洗い出し、こども・若者や子育て
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当事者等の視点に立って、優先順位をつけ、エビデンスの構築に取り組む。その際、外部

の専門家を活用し、透明性・客観性を高める。 

こども・若者や子育て当事者に関する国が行った調査研究等で得られたデータの二次

利用を推進する。 

(こども大綱 p.39) 

 

（こども施策に関するデータの整備） 

 

こども施策に関するデータの整備 

「こども大綱（令和５年 12月 22日閣議決定）」を推進するため、「こども大綱（令和５年 12月 22日閣

議決定）」に基づく数値目標や指標等の進捗状況を把握する観点から、必要な調査研究を定期的に実施す

ることとし、「こども政策の推進に関する意識調査」を令和７年度に実施する。【こども家庭庁】 

こども・若者や子育て当事者が置かれている状況を把握するとともに、国際比較や長期的な追跡が可能

なデータ等を充実させるため、「子ども・若者育成支援推進法（平成 21年法律第 71号）」や「こどもの貧

困の解消に向けた対策の推進に関する法律（平成 25年法律第 64号）」の規定にも留意し、「こども・若者

総合調査（仮称）」を令和７年度に実施することに加え、「こども・若者国際比較調査（仮称）」（令和８年

度実施予定）等の実施に向けて必要な検討を行う。【こども家庭庁】 

 

エコチル調査の推進 

こども施策に関するデータの整備、エビデンスの構築を行うため、胎児期から小児期にかけての環境要

因がその後の健康に与える影響を明らかにするための調査である「子どもの健康と環境に関する全国調

査（エコチル調査）」を着実に進める。得られた成果を、関係省庁や地方公共団体等に共有することで、

ガイドライン・事業の策定・改定など関連するこども施策につながることが期待される。【環境省】 

 

（こどもに着目したウェルビーイング指標の在り方の検討） 

 

こどもに着目したウェルビーイング指標の在り方の検討 

 こども施策の推進に当たって政府全体として収集すべきデータや指標を整備する観点も踏まえ、こど

も・若者に着目したウェルビーイング指標について、令和５年度及び令和６年度に実施した調査研究に基

づき、外部の専門家の知見を活用しながら、我が国における指標の在り方について具体的な検討を進める。

【こども家庭庁】 

 

（こども・若者や子育て当事者に関する国が行った調査研究等の二次利用の推進） 

 

こども施策に関するデータの二次的利用の推進 

こども施策の推進のために国が行ったこども・若者や子育て当事者に関する調査研究等で得られたデ

ータの二次的利用の推進に向け、データ提供可能な調査研究等を一元的に参照できるホームページの拡

充など、必要な具体的な方策について検討する。【こども家庭庁】 
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（２）こども・若者、子育て当事者に関わる人材の確保・育成・支援 

幼児教育や保育に携わる者、教職員、スクールカウンセラーやスクールソーシャルワー

カー、社会教育に携わる者、青少年教育施設の職員、児童相談所や児童福祉施設等の職員

及び里親、障害児支援に携わる者、民生委員・児童委員、保護司、地域でこども・若者や

子育てへの支援を担っているＮＰＯ等の民間団体の職員など、こども・若者の健やかな育

ちや困難に対する支援、子育て支援に携わる担い手の確保、育成、専門性の向上を図る。 

担い手自身が喜びを感じながら仕事におけるキャリアが形成できる環境づくりを進め

る。こどもや家庭との関わりの中でストレスにさらされている職員などに対するメンタ

ルケアに取り組む。 

地域における身近なおとなや若者など、ボランティアやピアサポートができる人材な

ど多様な人材を確保・育成する。 

こども・若者の健やかな育ちや子育て支援に携わる民間団体同士、行政機関と民間団体

の連携強化を図る。 

(こども大綱 p.39) 

 

（こども・若者、子育て支援に携わる担い手の確保・育成・専門性の向上） 

 

保育人材の担い手の確保、育成、専門性の向上、キャリア形成 

新たに保育士を目指す者に向けた資格の取得支援、就業継続のための環境づくり、離職者の再就職の促

進、更には保育の現場・職業の魅力発信などにより、保育人材確保策に取り組む。【こども家庭庁】 

保育人材の育成については、「保育士等キャリアアップ研修」等の実施体制の確保を図るなど、課題や

ニーズを踏まえた養成・研修の充実を図るとともに、保育士・幼稚園教諭等が研修を受けられる環境整備

を進める。【こども家庭庁、文部科学省】 

 

幼稚園教諭等の人材育成・確保に向けた調査研究の実施【再掲】 

 

初等中等教育段階における、多様な専門性を有する質の高い教職員集団の形成の加速 

多様な専門性を有する質の高い教職員集団の形成に向けて、教師人材確保を強化するとともに、大学等

における教職課程の在り方、教師の採用、研修の在り方、多様な社会人が教職に参入しやすくなるような

制度の在り方について検討を進める。【文部科学省】 

 

子育て支援員研修の実施 

地域において子育て支援の仕事に関心を持つ方に、多様な子育て支援分野に関して必要となる知識や

技術等を修得するための研修を実施し、子育て支援分野の各事業等に従事する「子育て支援員」の養成を

図る。【こども家庭庁】 

 

児童相談所の体制強化【再掲】 
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障害児支援における人材育成・確保等 

全国どの地域でも、質の高い障害児支援の提供が図られるよう、研修体系の構築など支援人材の育成・

確保等を進める。【こども家庭庁】 

 

民生委員・児童委員に対する研修の実施、担い手確保 

民生委員・児童委員が、地域住民に対する適切な相談支援を行うことができるよう、その資質の向上の

ための都道府県等による研修の実施や担い手確保に向けた取組を支援する。【厚生労働省、こども家庭庁】 

 

保護司活動の基盤整備の推進【再掲】 

 

更生保護ボランティアに対する研修の充実 

更生保護ボランティアの活動を促進するため、保護司を始めとする更生保護ボランティアに対する研

修の充実を図る。【法務省】 

 

（こどもや家庭に関わる職員などに対するメンタルケア） 

 

保育人材に対するメンタルケア 

園長経験者等が保育所等を巡回し、現場の保育士に対して保護者への適切な対応方法等に関する助言

等を行うことや、保育士の相談窓口を設置し相談しやすい体制の整備をするなどの支援に取り組む。【こ

ども家庭庁】 

 

公立学校教員のメンタルヘルス対策 

令和５年度において教育職員の精神疾患による病気休職者数が過去最多となる中、教育職員の病気休

職者の増加は学校現場やこどもに対する教育への影響や、教職の魅力低下につながる恐れがあることか

ら、引き続き、教員のメンタルヘルス対策に関する事例の創出及び横展開等を図る。また、保護者等から

の過剰な苦情や不当な要求等、学校のみでは解決が難しい事案への対応の負担軽減のため、スクールロイ

ヤーによる法務相談体制の整備を含む、行政による学校問題解決のための支援体制の構築を推進する。

【文部科学省】 

 

児童相談所職員のメンタルケアについて 

児童相談所がこどもを守るための本来の機能を十分に発揮できるよう各児童相談所における個別面談

等を通じて燃え尽き等を防止するための定着支援アドバイザー（心理職等）の配置を支援する。【こども

家庭庁】 

 

（ボランティアやピアサポートができる人材の確保・育成） 

 

地域におけるこども・若者支援のための人材育成 
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困難を抱えるこども・若者を支える相談体制やアウトリーチ（訪問支援）、ピアサポートの充実等のた

め、それらに従事する支援者の養成等を図る。【こども家庭庁】 

 

（民間団体同士、行政機関と民間団体の連携強化） 

 

「はじめの 100か月の育ちビジョン」を踏まえた取組の推進【再掲】 

 

こどもまんなか社会実現プラットフォームの設立と運営、情報発信 

こどもや若者、子育て家庭に対し、地域で支援を行っている様々な個人や民間団体、企業との対話・連

携・協働を強化・推進することを目的に設立した「こどもまんなか社会実現プラットフォーム」の会員増

加に取り組みつつ、プラットフォームとしての活動を開始する。あわせて、プラットフォームの効果的な

役割や、参加団体の拡大に向けた活動及び広報の在り方等について、幹事団体等とともに検討を進める。

【こども家庭庁】 

 

（３）地域における包括的な支援体制の構築・強化 

教育・保育、福祉、保健、医療、矯正、更生保護、雇用等の関係機関・団体が密接に情

報共有・連携を行う「横のネットワーク」と、義務教育の開始・終了年齢や、成年年齢で

ある 18歳、20歳といった特定の年齢で途切れることなく継続して支援を行う「縦のネッ

トワーク」による包括的な支援体制として、地方公共団体の教育委員会や福祉部局、学校・

園、スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカー、児童発達支援センター、児童

家庭支援センター、児童相談所、こども家庭センター、子ども・若者総合相談センター、

医療機関（産婦人科、小児科、精神科、歯科等の医療機関及び助産所）、こども・若者や

子育て当事者の支援に取り組む民間団体等の連携を図るため、要保護児童対策地域協議

会と子ども・若者支援地域協議会を活用し、その機能を強化し連携させる。各地の協議会

間の連携（ネットワークのネットワーク）による全国的な共助体制の構築を図る。 

こども家庭センターの全国展開を図るとともに、こども家庭センターと子ども・若者総

合相談センター等を連携させ、こども・若者や子育て当事者の相談支援を強化する。 

先進的な地方公共団体の取組も参考に、住民に身近な地方公共団体において、個々のこ

ども・若者や家庭の状況や支援内容等に関する教育・保健・福祉などの情報・データを分

野を超えて連携させることを通じて、潜在的に支援が必要なこども・若者や家庭を早期に

把握し、ＳＯＳを待つことなく、プッシュ型・アウトリーチ型支援を届けることができる

取組を推進する。 

(こども大綱 pp.39-40) 

 

（関係機関・団体のネットワークの構築） 

 

地域におけるこども・若者支援のための体制整備【再掲】 
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法務少年支援センターによる地域援助の推進【再掲】 

 

保護観察所による更生保護に関する地域援助等の推進【再掲】 

 

（こども・若者や子育て当事者の相談支援） 

 

こども家庭センターの体制整備【再掲】 

 

（こどもデータ連携の取組） 

 

こどもデータ連携実証事業の実施・事例集の作成 

地方公共団体において、個々のこどもや家庭の状況や利用している支援等に関する福祉・保健・教育な

どの情報・データを個人情報の適正な取扱いを確保しながら分野を越えて連携し、精査を行うことで、潜

在的に支援が必要なこどもや家庭を早期に把握し、プッシュ型・アウトリーチ型支援につなげる「こども

データ連携」の取組について、実証事業を実施する。実証事業を通じて、利用するデータ項目の選定や個

人情報の適正な取扱いの在り方、適切なデータ連携の仕組みの在り方、支援への接続方法等に関する課題

を洗い出し、地方公共団体の様々な創意工夫によって生まれる知見を得るとともに、取組を汎用的な形で

広げるためのモデルの検証・課題抽出を行う。【こども家庭庁】 

実証事業によって得られた成果等を基に、今後の地方公共団体の取組に資する取組事例集を作成する。

令和８年度以降、作成したガイドライン及び取組事例集を活用して普及啓発するとともに、地方公共団体

の取組に対する支援や個人情報の適正な取扱いを確保する等の制度的措置の検討等を通じて、取組の着

実な横展開を図る。【こども家庭庁】 

 

（４）子育てに係る手続き・事務負担の軽減、必要な支援を必要な人に届けるための情報発

信 

制度があっても現場で使いづらい・執行しづらいという状況にならないよう、「こども

政策ＤＸ」を推進し、プッシュ型通知や、デジタル技術を活用した手続等の簡素化、デー

タ連携、様々な手続をワンストップで行うことができる窓口の整備、申請書類・帳票類の

簡素化・統一化などを通じ、子育て当事者等の利便性向上や子育て関連事業者・地方公共

団体等の手続・事務負担の軽減を図る。 

こども・若者や子育て当事者に必要な情報や支援が届くよう、必要な情報が分かりやす

くまとまって確認できるような一覧性が確保された情報発信、若い世代にとってなじみ

やすいＳＮＳ等を活用したプッシュ型広報、制度や支援の利用について気軽に問い合わ

せができるオンラインでの支援など、情報発信や広報を改善・強化するとともに、手続等

の簡素化等を通じた利便性の向上を図る。 

(こども大綱 p.40) 

 

（子育てに係る手続き・事務負担の軽減） 

108



 

 

こども政策ＤＸの推進 

こども政策ＤＸを推進し、こどもまんなか社会の実現を図るため、こども政策ＤＸ推進チームを都度開

催し、「こども政策ＤＸの推進に向けた当面の取組方針」を踏まえて、こども・子育て政策のＤＸに向け

た検討や進捗管理等を実施し、こども政策ＤＸの取組を促進する。【こども家庭庁】 

地方公共団体や子育て関連事業者等が行政手続や事務処理等のデジタル化・ＩＣＴ化や生成ＡＩの利

用等を効果的に進められるよう、令和６年度に実施した「こども政策ＤＸの実現に向けた実証事業」にお

いて作成した事例集やガイドラインの効果的な広報に取り組む。また、様々な手続をワンストップで行う

ことができる窓口の整備など人口規模別の総合的な改革モデル等を構築し、横展開を進めることで、子育

て当事者等の利便性向上や負担感の軽減、地方公共団体等の手続・事務負担の軽減を図る。【こども家庭

庁、総務省】 

 

こども政策ＤＸ見本市開催事業の実施 

地方公共団体や子育て関連事業者等がこども政策ＤＸや業務のデジタル化・ＩＣＴ化を効果的に進め

られるよう、高度な専門性や人的資源を豊富に有する質の高い事業者を選定できる場を提供し、自治体に

おけるＤＸの取組を推進するため、令和６年度に開催した「こども政策ＤＸ見本市」に参加した事業者等

や自治体の先進事例をまとめた成果物の効果的な広報に取り組む。【こども家庭庁】 

 

こども政策ＤＸの実現に向けた実証事業の実施 

地方公共団体や子育て関連事業者等が行政手続や事務処理等のデジタル化・ＩＣＴ化や生成ＡＩの利

用等を効果的に進められるよう、令和６年度に実施した「こども政策ＤＸの実現に向けた実証事業」にお

いて作成した事例集やガイドラインの効果的な広報に取り組む。【こども家庭庁】 

 

こども政策ＤＸに係る庁内体制の強化 

庁内のこども政策ＤＸに関する取組を推進するため、他省庁や委託事業者等の外部からの支援も活用

しつつ、庁内のこども政策ＤＸに係る体制の強化を進める。【こども家庭庁】 

 

母子保健のデジタル化の推進【再掲】 

 

保育ＤＸによる現場の負担軽減 

 保育士・幼稚園教諭等の事務負担を軽減し、こどもと向き合う時間を確保するとともに、自治体担当者

の事務負担を軽減し、保育の質の向上に関わる業務に注力できる環境を整備するため、保育業務のワンス

オンリーの実現に向けた基盤として、保育施設等と自治体の間でのオンラインでの給付・監査の手続を可

能とする「保育業務施設管理プラットフォーム」を構築し、令和８年度以降その全国展開を進める。 

また、保護者の「保活」に係る負担を軽減し、子育てと仕事・家事との両立に向けた不安感やストレス

を軽減するため、保活に関する一連の手続（情報収集や見学予約、就労証明書の提出等）をオンライン・

ワンストップで可能とする「保活情報連携基盤」を構築し、令和８年度以降その全国展開を進める。【こ

ども家庭庁、文部科学省】 
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 保育分野におけるＩＣＴ環境整備についてのロールモデルとなる事例の更なる創出とともに、横展開

を行うため、全国複数拠点において、民間事業者等が自治体と連携し、①先端的な保育ＩＣＴのショーケ

ース化、②ＩＣＴに関する相談窓口・人材育成、③ネットワーク形成・普及啓発をパッケージとして行う

モデル的な取組（保育ＩＣＴラボ）を行うための経費を支援する。【こども家庭庁】 

 

（５）こども・若者、子育てにやさしい社会づくりのための意識改革 

こどもや若者、子育て当事者が気兼ねなく様々な制度や支援メニューを利用できるよ

う、地域社会、企業など様々な場で、年齢、性別を問わず、全ての人がこどもや子育て中

の方々を応援するといった社会全体の意識改革として「こどもまんなかアクション」を進

める。子育て当事者がこどもと一緒にいるときに感じた不便や周囲に求める理解や配慮

に関する調査結果を踏まえ、国の施設や他の公共施設、民間施設におけるこどもや子育て

家庭を優先して受け付ける取組やこども・子育てを応援する地域や企業の好事例の共有・

横展開、公共交通機関等における妊産婦や乳幼児を連れた家庭に対する分かりやすい案

内や妊産婦や乳幼児を連れた家庭への配慮に関する利用者の理解・協力の促進など、様々

な取組を通じてこどもや子育て当事者を社会全体で支える気運を醸成していく。 

(こども大綱 pp.40-41) 

 

（こども・若者、子育てにやさしい社会づくりのための意識改革） 

 

「こどもまんなかアクション」の推進 

「こどもまんなかアクション」として、「こどもまんなか」の趣旨に賛同する企業・個人・地方公共団

体などに「こどもまんなか応援サポーター」となる旨宣言していただき、取り組んだ内容を自らＳＮＳな

どで発表する「こどもまんなかアクション」を推進する。あわせて、ＳＮＳを活用したプッシュ型での情

報発信、各地域でリレーシンポジウムの開催、春と秋の「こどもまんなか月間」及び夏休み期間など時機

を捉えたキャンペーンの実施等により、こどもや子育て世帯を社会全体で支える気運を醸成していく。

【こども家庭庁】 

 

こども連れの方が移動しやすい環境整備 

鉄道やバスなどにおけるベビーカー使用者のためのフリースペース等の設置や分かりやすい案内の促

進とともに、公共交通機関等において、妊産婦や乳幼児連れの方を含め、配慮が必要な方に対する利用者

の理解・協力を啓発する取組などを推進する。また、こども連れ旅行者に優しい旅行の気運醸成を図る。

【国土交通省】 

 

地域における結婚・子育てに温かい社会づくり・気運醸成の推進 

地方公共団体が実施する少子化対策の取組について、企業や民間団体を含めた地域全体で結婚・子育て

を応援する気運の醸成、男性の育休取得と家事・育児分担の促進などの結婚・子育てに温かい社会づくり・

気運の醸成を図る取組に対し、地域少子化対策重点推進交付金により支援するとともに、各事業の実績を

把握し、交付金活用事例集を作成するほか、優良事例についての情報共有にも努め、優れた取組の横展開
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を図る。【こども家庭庁】 

 

結婚や子育てに関する若い世代を主体とする情報発信等 

多様な価値観・考え方を大前提として、若い世代が安心して気軽に自らのライフデザインに役立つ様々

な情報を収集することができるよう、若い世代自身が考案・企画し同世代に向けてライフデザインに関す

る情報発信を行うプロジェクトチームの運営のほか、ライフステージ毎に異なるニーズを捉え、結婚・子

育てに係るデータや支援制度等を含むコンテンツ開発や公開を行う。【こども家庭庁】 

 

社会の意識改革を進めていく取組 

社会全体でこども・子育て世帯を応援するという気運を高め、社会の意識改革を進めていく取組を、経

済界や地方公共団体など幅広い関係者の参画と協力を得ながら展開する。【内閣官房、こども家庭庁】 

 

３ 施策の推進体制等 

（１）国における推進体制 

（こども政策推進会議） 

こども政策推進会議を中心に、内閣総理大臣のリーダーシップの下、政府一体となっ

て、こども大綱を総合的に推進する。その際、教育振興基本計画やこども未来戦略等の他

の政府方針と整合的に進めることに留意する。 

こども施策の実施の推進及び関係行政機関相互の調整等のため、関係府省庁の局長級

からなる幹事会を活用する。幹事会構成員は、所属府省庁におけるこども施策の推進の中

核として府省庁内関係施策の取りまとめと推進を担う。 

（こどもまんなか実行計画によるＰＤＣＡとこども大綱の見直し） 

こども政策推進会議において、こども大綱に基づき具体的に取り組む施策を「こどもま

んなか実行計画」として取りまとめる。こども家庭審議会において、施策の実施状況やこ

ども大綱に掲げた数値目標・指標等を検証・評価し、その結果を踏まえ、毎年６月頃を目

途に、こども政策推進会議において「こどもまんなか実行計画」を改定し、関係府省庁の

予算概算要求等に反映する。これらにより、継続的に施策の点検と見直しを図る。 

「こどもまんなか実行計画」の実施状況とその効果、こども大綱に掲げた数値目標と指

標の状況、社会情勢の変化等を踏まえ、おおむね５年後を目途に、こども大綱を見直す。 

（こども家庭審議会） 

こども家庭審議会は、こどもが自立した個人としてひとしく健やかに成長することの

できる社会の実現に向けた基本的な政策に関する重要事項等を調査審議し、当該重要事

項に関し、内閣総理大臣、関係各大臣又はこども家庭庁長官に意見を述べる権限を持つ。

内閣総理大臣等の諮問に応じるのみならず、当該諮問がなくとも自ら調査審議を行い、内

閣総理大臣等へ意見を述べることができる。 

こども家庭審議会は、こども家庭庁設置法案・こども基本法案に係る国会での審議を受

け止め、こどもや若者の視点に立って、公平性や透明性を確保しつつ、こども大綱の下で

進められる各般の施策の実施状況や評価等について分科会や部会において幅広く充実し
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た調査審議を行い、当該施策や制度の改善等に関して、これらの権限を適切に行使する。 

（こども政策を担当する内閣府特命担当大臣） 

こども政策を担当する内閣府特命担当大臣は、内閣府設置法第 11条の３の規定により

置かれた内閣府特命担当大臣が掌理する企画立案・総合調整事務の遂行に関する実施要

領に基づき、総合調整権限を機動的かつ柔軟に発揮する。必要に応じ、内閣府設置法第 12

条に基づく関係行政機関の長に対する勧告等の権限を適切に行使する。 

（全ての施策においてこども・若者の視点や権利を主流化するための取組の在り方） 

各種施策を企画立案・実施するに当たりこどもや若者の権利に与える影響を事前又は

事後に評価する取組の在り方について、調査研究等を進める。 

(こども大綱 pp.41-42) 

 

（全ての施策においてこども・若者の視点や権利を主流化するための取組の在り方） 

 

施策がこどもや若者に与える影響を評価する取組の在り方に関する調査研究 

令和６年度に実施した、こどもの権利擁護に関する調査研究の結果を踏まえ、国際社会の動向や諸外国

の取組を参考にしつつ、各種施策を企画立案・実施するに当たりこどもや若者に与える影響を事前又は事

後に評価する取組の在り方についての検討を進め、引き続き権利を基盤とした施策を推進する。【こども

家庭庁】 

 

（２）数値目標と指標の設定 

こども大綱が目指す「こどもまんなか社会」の実現に向けたこども・若者や子育て当事

者の視点に立った数値目標を別紙１のとおり設定する。併せて、こども・若者、子育て当

事者の置かれた状況等を把握するための指標を別紙２のとおり設定する。なお、具体的に

取り組む施策の進捗状況を検証するための指標については「こどもまんなか実行計画」に

おいて設定する。 

おおむね５年後のこども大綱の見直しに向けた数値目標や指標の充実について、こど

も家庭審議会において検討する。 

(こども大綱 p.42) 

 

（３）自治体こども計画の策定促進、地方公共団体との連携 

（自治体こども計画の策定促進） 

こども基本法において、都道府県は、国の大綱を勘案して、都道府県こども計画を作成

するよう、また、市町村は、国の大綱と都道府県こども計画を勘案して、市町村こども計

画を作成するよう、それぞれ、努力義務が課せられている。自治体こども計画は、各法令

に基づくこども施策に関する関連計画と一体のものとして作成できることとされてお

り、区域内のこども施策に全体として統一的に横串を刺すこと、住民にとって一層分かり

やすいものとすることなどが期待されている。 
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こども施策に関する計画を自治体こども計画として一体的に策定する地方公共団体を

積極的に支援するとともに、教育振興基本計画との連携を含め好事例に関する情報提供・

働きかけを行う。自治体こども計画の策定・推進状況やこどもに関する基本的な方針・施

策を定めた条例の策定状況についての「見える化」を進める。 

(こども大綱 pp.42-43) 

 

（自治体こども計画の策定支援） 

 

自治体こども計画の策定支援・策定状況の公表 

 令和６年度に作成した自治体こども計画策定のためのプロセスや意見聴取の手法等を示したガイドラ

インについて、その改訂も検討しながらこれを活用し、都道府県・市町村が行う自治体こども計画策定を

支援する。また、自治体こども計画の策定状況について都道府県・政令市・市（政令市除く）・町村別に

取りまとめるとともに、こどもに関する基本的な方針・施策を定めた条例の策定状況を調査し公表する。

【こども家庭庁】 

 

（地方公共団体との連携等） 

国と地方が情報共有・意見交換する場を活用し、地域の実情を踏まえつつ、国と地方公

共団体の視点を共有しながら、こども施策を推進していく。地方公共団体の取組状況を把

握し、その取組が促進されるよう、また、地域間格差をできる限り縮小していくことも念

頭に置きつつ、必要な支援を行うとともに、現場のニーズを踏まえた地方公共団体の先進

的な取組を横展開し、必要に応じて制度化していく。 

こども施策に係る地方公共団体との人事交流を推進する。 

(こども大綱 p.43) 

 

（地方公共団体との連携） 

 

地方公共団体との意見交換・人事交流 

 「こども政策に関する国と地方の協議の場」を年２回開催し、こども政策担当大臣を含めた政府側と地

方三団体の長等との率直な意見交換を行うことを通じ、地域の実情を踏まえつつ、課題認識や施策の目

的・方向性を共有しながら、国と地方が車の両輪となってこども施策を推進していく。【こども家庭庁】 

 引き続き、こども施策に係る政府と地方公共団体の職員の人事交流に積極的に取り組み、地域の多様性

や実情を認識するとともに、国と地方で課題認識や施策の目的・方向性を共有していく。【こども家庭庁】 

 

（４）国際的な連携・協力 

持続可能な開発のための 2030アジェンダに含まれる持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）

に関し、ＳＤＧｓ実施指針改定版に基づく取組を進める。 

子どもに対する暴力撲滅グローバル・パートナーシップ(ＧＰｅＶＡＣ)の参加国（パ
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スファインディング国）として、子どもに対する暴力撲滅行動計画の着実な実施を通じ

て、こどもに対する暴力撲滅に取り組む。 

こどもの権利条約を誠実に遵守する。同条約に基づく児童の権利委員会からの総括所

見における勧告や、必要に応じて一般的意見について十分に検討の上、適切に対応を検討

するとともに、国内施策を進める。同条約に基づく権利の実現のためにとった措置及びこ

れらの権利の享受についてもたらされた進歩に関する報告を行うため、フォローアップ

を含めた必要な措置を適切に講ずる。また、国際社会と協調しつつ、日本の考え方につい

て正しい情報発信を行う。 

「ビジネスと人権」に関する行動計画に基づく取組を進める。 

各種国際会議における議論の内容を踏まえて国内施策を進めるとともに、当該会議等

の場において我が国のこども施策を積極的に国際社会に発信する。 

国連児童基金（ユニセフ）やＯＥＣＤを始めとする国際機関等の取組に積極的に貢献し

ていくとともに、連携を強化する。 

(こども大綱 p.43) 

 

（ＳＤＧｓ実施指針改定版に基づく取組） 

 

ＳＤＧｓ実施指針改定版に基づく取組 

内閣総理大臣を本部長、官房長官、外務大臣を副本部長とし、全閣僚を構成員とする持続可能な開発目

標（ＳＤＧｓ）推進本部において令和５年 12 月に決定されたＳＤＧｓ実施指針改定版を踏まえ、ＳＤＧ

ｓ達成に向けた取組を広範なステークホルダーと連携して推進・実施していく。若い世代の意味ある参画

の拡大に取り組むとともに、「誰一人取り残さない」包摂社会の実現に取り組む。【外務省】 

 

（子どもに対する暴力撲滅行動計画に関する取組） 

 

国際的な暴力撲滅に向けた取組 

「子どもに対する暴力撲滅のための円卓会議」及び同ワーキング・グループを活用しつつ、「子どもに

対する暴力撲滅行動計画」の実施状況を把握するとともに、同計画の改定作業を進める。また、毎年の評

価・モニタリングの結果も踏まえつつ、同計画の着実な実施を通じてこどもに対する暴力撲滅に取り組む。

【こども家庭庁、関係省庁】 

 

（こどもの権利条約に関する取組） 

 

条約を踏まえた国内施策の実施等 

国内施策の実施に当たっては、こどもの権利条約を遵守し、児童の権利委員会の総括所見についても関

係省庁で連携し必要な検討を行うとともに、こども家庭審議会基本政策部会においても、調査審議を行う。

こども家庭庁のホームページにおいて、こども・若者、子育て当事者等の理解に資するよう留意しつつ、

総括所見及び一般的意見を掲載するなどの必要な情報発信を行う。【こども家庭庁、外務省、関係省庁】 
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（「ビジネスと人権」に関する行動計画に基づく取組） 

 

「ビジネスと人権」に関する行動計画に基づく取組の推進 

国連「ビジネスと人権に関する指導原則」の着実な履行の確保を目指して令和２年に策定した「ビジネ

スと人権」に関する行動計画に基づき、こどもの権利の保護・促進のための取組を推進する。【外務省、

関係省庁】 

 

（我が国のこども施策の国際社会への情報発信） 

 

国際社会との協調、日本の取組・考え方についての情報発信 

国連人権理事会及び国連総会第３委員会などの多国間フォーラムにおける児童に関する議論に積極的

に参加するとともに、児童の権利の保護・促進を目的とする国連児童基金（ユニセフ）等による取組と連

携・協力する。また、我が国のこども分野における取組に対する国際社会の理解を促進するべく、二国間

の対話及び国連を始めとする多国間フォーラムにおける議論等の機会を活用し、国際場裡における正し

い説明・情報発信を行う。【外務省】 

各種国際会議の開催機会や関連のホームページ、各国政府との対話等を通じて、我が国のこども施策を

積極的に国際社会に発信する。また、国際会議における議論等の国際的動向を踏まえた国内施策の推進に

資するよう、関係省庁間で適切に情報共有・連携を図る。【こども家庭庁、外務省】 

 

（国際機関等の取組への貢献・連携強化） 

 

国際機関との連携 

国連児童基金（ユニセフ）やＯＥＣＤを始めとする国際機関に対して、我が国のこども施策を情報発信

するとともに、情報交換を行う等、連携する。【こども家庭庁、外務省】 

 

（５）安定的な財源の確保 

こども基本法第 16条の趣旨を踏まえ、こども大綱を推進するために必要な安定的な財

源について、国民各層の理解を得ながら、社会全体での費用負担の在り方を含め、幅広く

検討を進め、その確保に努めていく。 

特に、こども未来戦略で示された「こども・子育て支援加速化プラン」については、大

宗を３年間（2026 年度まで）で実施し、同プランの実施が完了する 2028年度までに安定

財源を確保する。 

(こども大綱 pp.43-44) 

 

（「こども・子育て支援加速化プラン」） 

 

「こども・子育て支援加速化プラン」に係る安定財源の確保 
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こども未来戦略に基づき、予算規模で 3.6 兆円程度の充実となる「こども・子育て支援加速化プラン」

の財源については、その実施が完了する令和 10年度までに 3.6兆円程度の安定財源を確保する。【こども

家庭庁、厚生労働省】 

具体的には、令和 10 年度までに既定予算の最大限の活用等で 1.5 兆円程度の確保を図る。あわせて、

徹底した歳出改革を行い、令和 10年度までに、公費節減効果について 1.1兆円程度の確保を図るととも

に、歳出改革と賃上げによって社会保険負担軽減の効果を生じさせ、その範囲内で令和８年度から段階的

に令和 10 年度にかけて子ども・子育て支援金制度を構築することとし、実質的な負担を生じさせること

なく令和 10年度に 1.0兆円程度の確保を図る。【こども家庭庁、厚生労働省】 

令和 10 年度にかけて安定財源を確保するまでの間に財源不足が生じないよう、必要に応じ、つなぎと

して、令和７年度に新設した子ども・子育て支援特別会計（いわゆる「こども金庫」）において、子ども・

子育て支援特例公債を発行する。【こども家庭庁】 

 

（６）こども基本法附則第２条に基づく検討 

こども基本法附則第２条に基づき、こども基本法の施行後５年を目途として、こども施

策が基本理念にのっとって実施されているかどうか等の観点からその実態を把握し、公

正かつ適切に評価する仕組みの整備その他の基本理念にのっとったこども施策の一層の

推進のために必要な方策について検討を加え、その結果に基づき、法制上の措置その他の

必要な措置を講ずる。 

(こども大綱 p.44) 
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け
る
子
供
舞
台
芸
術
鑑
賞
体
験
支
援
事
業
の
実
施

【
文
部
科
学
省
】

「
体
験
活
動
等
を
通
じ
た
青
少
年
自
立
支
援
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」
や
「
子
ど
も
ゆ
め
基
金
事
業
」
等
の
国
立
青
少
年
教
育
振
興
機
構
に
お
け
る
取
組
を
通
じ
た
体
験
活
動
等
の
推
進
【
文
部
科
学
省
】

未
就
学
児
の
教
育
現
場
で
活
用
で

き
る
教
育
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
開
発
と

保
護
者
向
け
の
啓
発

【
文
部
科
学
省
】

調
査
研
究
【
こ
ど
も
家
庭
庁
】
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Ⅱ
－
１
－
（
３
）
こ
ど
も
や
若
者
へ
の
切
れ
目
の
な
い
保
健
・
医
療
の
提
供

項
目

R
7
年
度

R
8
年
度

R
9
年
度

R
1
0
年
度

R
1
1
年
度

プ
レ
コ
ン
セ
プ
シ
ョ
ン
ケ
ア
の
推
進

国
立
成
育
医
療
研
究
セ
ン
タ
ー
に
お
け
る

「
女
性
の
健
康
」
に
関
す
る
ナ
シ
ョ
ナ
ル

セ
ン
タ
ー
機
能
の
構
築
等

母
子
保
健
の
デ
ジ
タ
ル
化
の
推
進

Ⅱ
－
１
－
（
４
）
こ
ど
も
の
貧
困
対
策

項
目

R
7
年
度

R
8
年
度

R
9
年
度

R
1
0
年
度

R
1
1
年
度

子
ど
も
の
進
路
選
択
支
援
事
業

ひ
と
り
親
家
庭
及
び
低
所
得
子
育
て
世
帯

の
こ
ど
も
の
学
習
支
援

進
学
・
就
職
準
備
給
付
金

円
滑
な
食
品
ア
ク
セ
ス
の
確
保
の
推
進

こ
ど
も
の
生
活
支
援
の
強
化

ひ
と
り
親
家
庭
に
対
す
る
子
育
て
・
生
活

支
援

被
保
護
者
に
対
す
る
就
労
支
援

ひ
と
り
親
家
庭
の
就
労
支
援

「
女
性
の
健
康
」
に
関
す
る
ナ
シ
ョ
ナ
ル
セ
ン
タ
ー
機
能
の
構
築
に
係
る
組
織
体
制
や
シ
ス
テ
ム
の
整
備
、
人
材
の
確
保
、
研
究
等
の
推
進
【
厚
生
労
働
省
】

「
女
性
の
健
康
」
に
関
す
る
ナ
シ
ョ
ナ
ル
セ
ン
タ
ー
機
能
の
構
築
に
係
る
施
設
整
備
【
厚
生
労
働
省
】

・
Ｐ
Ｍ
Ｈ
導
入
自
治
体
拡
大
【
こ
ど
も
家
庭
庁
】

・
必
要
に
応
じ
て
更
な
る
Ｐ
Ｍ
Ｈ
の
機
能
追
加
・

拡
充
【
こ
ど
も
家
庭
庁
、
デ
ジ
タ
ル
庁
】

・
電
子
版
母
子
健
康
手
帳
に
係
る
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン

等
の
発
出
【
こ
ど
も
家
庭
庁
】

Ｒ
８
年
度
～

・
母
子
保
健
Ｄ
Ｘ
の
全
国
展
開

・
電
子
版
母
子
健
康
手
帳
の
普
及
【
こ
ど
も
家
庭
庁
】

こ
ど
も
の
生
活
・
学
習
支
援
事
業
の
実
施
【
こ
ど
も
家
庭
庁
】

地
域
の
体
制
づ
く
り
や
フ
ー
ド
バ
ン
ク
・
こ
ど
も
食
堂
等
の
機
能
強
化
に
向
け
た
支
援
【
農
林
水
産
省
】

支
援
策
の
取
り
ま
と
め
、
周
知
・
活
用
促
進
【
農
林
水
産
省
、
関
係
省
庁
】

地
域
こ
ど
も
の
生
活
支
援
強
化
事
業
の
実
施
【
こ
ど
も
家
庭
庁
】

ひ
と
り
親
家
庭
等
日
常
生
活
支
援
事
業
等
に
よ
る
子
育
て
・
生
活
支
援
の
実
施
【
こ
ど
も
家
庭
庁
】

学
習
・
生
活
環
境
の
改
善
、
進
路
選
択
、
奨
学
金
の
活
用
等
に
関
す
る
相
談
・
助
言
を
行
う
ア
ウ
ト
リ
ー
チ
事
業
の
実
施
【
厚
生
労
働
省
】

進
学
・
就
職
準
備
給
付
金
支
給
の
実
施
【
厚
生
労
働
省
】

被
保
護
者
就
労
支
援
事
業
及
び
被
保
護
者
就
労
準
備
支
援
事
業
の
実
施
（
令
和
７
年
度
か
ら
生
活
困
窮
者
向
け
の
就
労
準
備
支
援
事
業
を
生
活
保
護
受
給
者
も
利
用
で
き
る
こ
と
と
す
る
）
【
厚
生
労
働
省
】

高
等
職
業
訓
練
促
進
給
付
金
等
の
支
給
等
に
よ
る
就
業
支
援
の
実
施
【
こ
ど
も
家
庭
庁
】

「
妊
娠
と
薬
」
外
来
と
連
携
し
た
相
談
支
援
の
実
施
都
道
府
県
の
増
加
【
こ
ど
も
家
庭
庁
】

性
と
健
康
の
相
談
セ
ン
タ
ー
で
の
ラ
イ
フ
ス
テ
ー
ジ
に
応
じ
た
相
談
支
援
等
の
推
進
や
、
プ
レ
コ
ン
セ
プ
シ
ョ
ン
ケ
ア
に
関
す
る
情
報
発
信
等
の
実
施
【
こ
ど
も
家
庭
庁
】

す
べ
て
の
都
道
府
県
に
お
い
て
「
妊
娠
と
薬
」
外
来
と
連
携
し
た
支
援
の

実
施
【
こ
ど
も
家
庭
庁
】

女
性
ナ
シ
ョ
ナ
ル
セ
ン
タ
ー
機
能
を
有
す
る
成
育
医
療
研
究
セ
ン
タ
ー
に
お
い
て
プ
レ
コ
ン
セ
プ
シ
ョ
ン
ケ
ア
を
含
め
た
成
育
医
療
の
推
進
に
資
す
る
研
究
・
相
談
支
援
・
人
材
育
成
な
ど
の
推
進
【
こ
ど
も
家
庭
庁
】

プ
レ
コ
ン
セ
プ
シ
ョ
ン
ケ
ア
推
進
５
か
年
計
画
に
基
づ
き
、
着
実
に
進
め
て
い
く
【
こ
ど
も
家
庭
庁
】

施
行
に
向
け
て
の
準
備
【
こ
ど
も
家
庭
庁
】
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Ⅱ
－
１
－
（
４
）
こ
ど
も
の
貧
困
対
策

項
目

R
7
年
度

R
8
年
度

R
9
年
度

R
1
0
年
度

R
1
1
年
度

ひ
と
り
親
家
庭
へ
の
経
済
的
支
援

養
育
費
確
保
支
援

相
談
支
援
体
制
の
強
化

虐
待
・
貧
困
に
よ
り
孤
立
し
様
々
な
困
難

に
直
面
す
る
学
生
等
へ
ア
ウ
ト
リ
ー
チ
支

援
の
充
実

支
援
対
象
児
童
等
見
守
り
強
化
事
業
に
よ

る
見
守
り
体
制
の
強
化

官
公
民
の
連
携
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
・
国
民
運

動
の
展
開

Ⅱ
－
１
－
（
５
）
障
害
児
支
援
・
医
療
的
ケ
ア
児
等
へ
の
支
援

項
目

R
7
年
度

R
8
年
度

R
9
年
度

R
1
0
年
度

R
1
1
年
度

経
済
的
支
援
と
質
の
高
い
支
援
の
提
供

地
域
に
お
け
る
障
害
児
支
援
体
制
の
強
化

と
イ
ン
ク
ル
ー
ジ
ョ
ン
の
推
進

専
門
的
支
援
が
必
要
な
障
害
児
へ
の
支
援

の
強
化

家
族
支
援
の
充
実
、
障
害
の
早
期
発
見
・

早
期
支
援
、
関
係
機
関
の
連
携
等

児
童
扶
養
手
当
の
支
給
等
に
よ
る
経
済
的
支
援
の
実
施
【
こ
ど
も
家
庭
庁
】

離
婚
前
後
家
庭
支
援
事
業
の
実
施
等
に
よ
る
養
育
費
確
保
支
援
【
こ
ど
も
家
庭
庁
】

高
等
職
業
訓
練
促
進
給
付
金
等
の
支
給
等
に
よ
る
就
業
支
援
の
実
施
【
こ
ど
も
家
庭
庁
】

ひ
と
り
親
家
庭
等
に
対
す
る
ワ
ン
ス
ト
ッ
プ
相
談
体
制
強
化
事
業
の
実
施
【
こ
ど
も
家
庭
庁
】

虐
待
・
貧
困
に
よ
り
孤
立
し
様々

な
困
難
に
直
面
す
る
学
生
等
へ
の
ア
ウ
ト
リ
ー
チ
支
援
事
業
の
実
施
【
こ
ど
も
家
庭
庁
】

支
援
対
象
児
童
等
見
守
り
強
化
事
業
に
よ
る
見
守
り
体
制
の
強
化
【
こ
ど
も
家
庭
庁
】

こ
ど
も
の
未
来
応
援
国
民
運
動
の
推
進
【
こ
ど
も
家
庭
庁
】

第
３
期
障
害
児
福
祉
計
画
【
こ
ど
も
家
庭
庁
】

第
４
期
障
害
児
福
祉
計
画
【
こ
ど
も
家
庭
庁
】

研
修
体
系
の
構
築
の
検
討
・
実
装
【
こ
ど
も
家
庭
庁
】

Ｉ
Ｃ
Ｔ
を
活
用
し
た
支
援
の
実
態
把
握
・
実
証
・
実
装
【
こ
ど
も
家
庭
庁
】

Ｒ
６
障
害
報
酬
改
定
施
行
【
こ
ど
も
家
庭
庁
】

Ｒ
９
障
害
報
酬
改
定
施
行
【
こ
ど
も
家
庭
庁
】

地
域
障
害
児
支
援
体
制
強
化
事
業
の
実
施
【
こ
ど
も
家
庭
庁
】

地
域
支
援
体
制
整
備
サ
ポ
ー
ト
事
業
の
実
施
【
こ
ど
も
家
庭
庁
】

第
３
期
障
害
児
福
祉
計
画
【
こ
ど
も
家
庭
庁
】

第
４
期
障
害
児
福
祉
計
画
【
こ
ど
も
家
庭
庁
】

Ｒ
６
障
害
報
酬
改
定
施
行
【
こ
ど
も
家
庭
庁
】

Ｒ
９
障
害
報
酬
改
定
施
行
【
こ
ど
も
家
庭
庁
】

医
療
的
ケ
ア
児
等
総
合
支
援
事
業
・
医
療
的
ケ
ア
児
保
育
支
援
事
業
の
実
施
【
こ
ど
も
家
庭
庁
】

聴
覚
障
害
児
中
核
機
能
強
化
事
業
の
実
施
【
こ
ど
も
家
庭
庁
】

Ｒ
９
障
害
報
酬
改
定
施
行
【
こ
ど
も
家
庭
庁
】

地
域
障
害
児
支
援
体
制
強
化
事
業
の
実
施
【
こ
ど
も
家
庭
庁
】

地
域
に
お
け
る
こ
ど
も
の
発
達
相
談
と
家
族
支
援
の
機
能
強
化
事
業
の
実
施
【
こ
ど
も
家
庭
庁
】

Ｒ
６
障
害
報
酬
改
定
施
行
【
こ
ど
も
家
庭
庁
】

聴
覚
障
害
教
育
の
充
実
事
業
の
実
施
、
他
の
地
域
へ
の
展
開
等
【
文
部
科
学
省
】
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Ⅱ
－
１
－
（
５
）
障
害
児
支
援
・
医
療
的
ケ
ア
児
等
へ
の
支
援

項
目

R
7
年
度

R
8
年
度

R
9
年
度

R
1
0
年
度

R
1
1
年
度

イ
ン
ク
ル
ー
シ
ブ
教
育
シ
ス
テ
ム
の
実
現

に
向
け
た
取
組

Ⅱ
－
１
－
（
６
）
児
童
虐
待
防
止
対
策
と
社
会
的
養
護
の
推
進
及
び
ヤ
ン
グ
ケ
ア
ラ
ー
へ
の
支
援

項
目

R
7
年
度

R
8
年
度

R
9
年
度

R
1
0
年
度

R
1
1
年
度

こ
ど
も
家
庭
セ
ン
タ
ー
の
体
制
整
備

家
庭
支
援
事
業
の
推
進

予
期
せ
ぬ
妊
娠
等
に
悩
む
若
年
妊
産
婦
等

へ
の
必
要
な
支
援
の
提
供

一
時
保
護
施
設
の
環
境
改
善
に
向
け
た
設

備
・
運
営
基
準
の
策
定
・
個
別
ケ
ア
の
推

進
等

こ
ど
も
の
権
利
擁
護
の
推
進

虐
待
等
に
よ
り
家
庭
か
ら
孤
立
し
た
こ
ど

も
・
若
者
の
居
場
所
の
整
備

一
時
保
護
時
の
司
法
審
査
の
円
滑
な
導
入

親
子
関
係
の
再
構
築
支
援
の
推
進

こ
ど
も
家
庭
ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
カ
ー
の
取

得
促
進

児
童
相
談
所
の
体
制
強
化

地
域
に
お
け
る
こ
ど
も
の
発
達
相
談
と
家
族
支
援
の
機
能
強
化
事
業
の
実
施
【
こ
ど
も
家
庭
庁
】

多
様
な
ニ
ー
ズ
を
有
す
る
子
供
へ
の
Ｉ
Ｃ
Ｔ
活
用
も
含
め
た
支
援
基
盤
の
強
化
【
文
部
科
学
省
】

医
療
的
ケ
ア
看
護
職
員
を
含
む
多
様
な
支
援
ス
タ
ッ
フ
の
確
保
・
活
用
【
文
部
科
学
省
】

自
校
通
級
や
効
果
的
・
効
率
的
な
巡
回
指
導
等
に
よ
る
通
級
指
導
体
制
の
充
実
【
文
部
科
学
省
】

イ
ン
ク
ル
ー
シ
ブ
な
学
校
運
営
モ
デ
ル
事
業
の
実
施
、
他
の
地
域
へ
の
展
開
等
【
文
部
科
学
省
】

こ
ど
も
家
庭
セ
ン
タ
ー
の
全
国
展
開
に
向
け
た
市
区
町
村
の
体
制
整
備
・
機
能
強
化
【
こ
ど
も
家
庭
庁
】

第
３
期
市
町
村
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
事
業
計
画
等
に
基
づ
く
事
業
の
実
施
（
Ｒ
７
～
Ｒ
11
）
【
こ
ど
も
家
庭
庁
】

妊
婦
訪
問
支
援
事
業
の
実
施
【
こ
ど
も
家
庭
庁
】

性
と
健
康
の
相
談
セ
ン
タ
ー
に
お
い
て
、
予
期
せ
ぬ
妊
娠
へ
の
相
談
支
援
、
若
年
妊
婦
等
へ
の
支
援
等
を
実
施
【
こ
ど
も
家
庭
庁
】

一
時
保
護
施
設
独
自
の
設
備
・
運
営
基
準
策
定
に
よ
る
環
境
改
善
、
一
時
保
護
施
設
に
お
け
る
小
規
模
ユ
ニ
ッ
ト
ケ
ア
の
推
進
、
一
時
保
護
委
託
先
の
開
拓
・
心
理
的
サ
ポ
ー
ト
の
実
施

【
こ
ど
も
家
庭
庁
】

運
用
マ
ニ
ュ
ア
ル
等
の
周
知
、
こ
ど
も
の
権
利
擁
護
環
境
整
備
事
業
の
実
施
【
こ
ど
も
家
庭
庁
】

こ
ど
も
若
者
シ
ェ
ル
タ
ー
・
相
談
支
援
事
業
の
実
施
【
こ
ど
も
家
庭
庁
】

児
童
相
談
所
に
お
け
る

対
応
マ
ニ
ュ
ア
ル
の
周
知
等

【
こ
ど
も
家
庭
庁
】

一
時
保
護
時
の
司
法
審
査
の
実
施
【
こ
ど
も
家
庭
庁
】

ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の
周
知
、
親
子
再
統
合
（
親
子
関
係
再
構
築
）
支
援
事
業
の
実
施
【
こ
ど
も
家
庭
庁
】

こ
ど
も
家
庭
ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
カ
ー
取
得
促
進
事
業
の
実
施
【
こ
ど
も
家
庭
庁
】

新
た
な
児
童
虐
待
防
止
対
策
体
制
総
合
強
化
プ
ラ
ン
（
見
直
し
後
）
に
基

づ
く
児
童
相
談
所
の
体
制
強
化
の
実
施
（
Ｒ
９
以
降
は
必
要
に
応
じ
て
目

標
を
定
め
、
引
き
続
き
児
童
相
談
所
の
体
制
強
化
を
実
施
）

【
こ
ど
も
家
庭
庁
】

児
童
相
談
所
の
採
用
・
人
材
育
成
・
定
着
支
援
事
業
の
実
施
【
こ
ど
も
家
庭
庁
】
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Ⅱ
－
１
－
（
６
）
児
童
虐
待
防
止
対
策
と
社
会
的
養
護
の
推
進
及
び
ヤ
ン
グ
ケ
ア
ラ
ー
へ
の
支
援

項
目

R
7
年
度

R
8
年
度

R
9
年
度

R
1
0
年
度

R
1
1
年
度

業
務
効
率
化
の
た
め
の
Ｉ
Ｃ
Ｔ
推
進

里
親
等
委
託
の
推
進

特
別
養
子
縁
組
の
推
進

施
設
の
小
規
模
か
つ
地
域
分
散
化
、
高
機

能
化
及
び
多
機
能
化
・
機
能
転
換

児
童
養
護
施
設
等
に
お
け
る
人
材
育
成

自
立
支
援
の
強
化

特
定
妊
婦
等
に
対
す
る
支
援
の
強
化

ヤ
ン
グ
ケ
ア
ラ
ー
の
実
態
把
握
、
支
援
体

制
の
構
築
及
び
社
会
的
認
知
度
向
上
の
た

め
の
広
報
啓
発

Ⅱ
－
１
－
（
７
）
こ
ど
も
・
若
者
の
自
殺
対
策
、
犯
罪
な
ど
か
ら
こ
ど
も
・
若
者
を
守
る
取
組

項
目

R
7
年
度

R
8
年
度

R
9
年
度

R
1
0
年
度

R
1
1
年
度

自
殺
総
合
対
策
大
綱

こ
ど
も
の
自
殺
の
要
因
分
析
等

こ
ど
も
の
自
殺
予
防
・
自
殺
対
策
に
関
す

る
広
報
啓
発

電
話
・
Ｓ
Ｎ
Ｓ
等
を
活
用
し
た
相
談
体
制

の
整
備

「
こ
ど
も
・
若
者
の
自
殺
危
機
対
応
チ
ー

ム
」
の
立
ち
上
げ
・
運
用
支
援

遺
さ
れ
た
こ
ど
も
へ
の
支
援

児
童
相
談
所
等
業
務
効
率
化
促
進
事
業
等
の
実
施
【
こ
ど
も
家
庭
庁
】

里
親
支
援
セ
ン
タ
ー
の
設
置
促
進
、
里
親
支
援
セ
ン
タ
ー
等
職
員
の
人
材
育
成
、
里
親
研
修
の
強
化
等
の
実
施
【
こ
ど
も
家
庭
庁
】

地
方
公
共
団
体
に
お
け
る
実
態
把
握
【
こ
ど
も
家
庭
庁
】

コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
の
配
置
等
、
地
方
公
共
団
体
に
お
け
る
支
援
窓
口
の
設
置
推
進
【
こ
ど
も
家
庭
庁
】

ヤ
ン
グ
ケ
ア
ラ
ー
に
対
す
る
理
解
や
気
づ
き
に
つ
な
が
る
様々

な
広
報
そ
の
他
啓
発
活
動
の
実
施
【
こ
ど
も
家
庭
庁
】

養
親
希
望
者
を
増
や
す
こ
と
を
主
眼
に
置
い
た
広
報
の
展
開
、
民
間
あ
っ
せ
ん
機
関
に
お
け
る
効
果
的
な
支
援
体
制
の
構
築
や
職
員
の
資
質
向
上
の
実
施
【
こ
ど
も
家
庭
庁
】

地
域
小
規
模
児
童
養
護
施
設
や
分
園
型
小
規
模
グ
ル
ー
プ
ケ
ア
の
推
進
等
【
こ
ど
も
家
庭
庁
】

研
修
実
績
や
業
務
内
容
に
応
じ
た
処
遇
や
、
魅
力
発
信
、
就
業
継
続
支
援
等
の
実
施
【
こ
ど
も
家
庭
庁
】

児
童
自
立
生
活
援
助
事
業
、
社
会
的
養
護
自
立
支
援
拠
点
事
業
等
の
実
施
【
こ
ど
も
家
庭
庁
】

妊
産
婦
等
生
活
援
助
事
業
、
特
定
妊
婦
等
支
援
機
関
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
形
成
事
業
の
実
施
【
こ
ど
も
家
庭
庁
】

大
綱
に
基
づ
く
施
策
の
推
進
・
フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ
プ
の
実
施

【
厚
生
労
働
省
】

次
期
大
綱
の
検
討
【
厚
生
労
働
省
】

次
期
大
綱
の
決
定

次
期
大
綱
に
基
づ
く
施
策
の
推
進
【
厚
生
労
働
省
】

調
査
研
究
事
業
の
実
施
【
こ
ど
も
家
庭
庁
、
警
察
庁
、
消
防
庁
、
文
部
科
学
省
、
厚
生
労
働
省
】

広
報
そ
の
他
の
啓
発
活
動
の
実
施
【
内
閣
官
房
、
こ
ど
も
家
庭
庁
、
警
察
庁
、
法
務
省
、
文
部
科
学
省
、
厚
生
労
働
省
】

地
域
自
殺
対
策
強
化
交
付
金
を
活
用
し
た
都
道
府
県
・
指
定
都
市
に
お
け
る
チ
ー
ム
設
置
及
び
チ
ー
ム
に
よ
る
支
援
者
支
援
の
取
組
に
関
す
る
支
援
【
厚
生
労
働
省
】

地
域
自
殺
対
策
強
化
交
付
金
を
活
用
し
た
地
方
公
共
団
体
・
民
間
団
体
に
お
け
る
電
話
・
Ｓ
Ｎ
Ｓ
相
談
体
制
の
整
備
に
関
す
る
支
援
【
厚
生
労
働
省
】

地
域
自
殺
対
策
強
化
交
付
金
を
活
用
し
た
地
方
公
共
団
体
・
民
間
団
体
に
お
け
る
遺
児
へ
の
取
組
に
関
す
る
支
援
【
厚
生
労
働
省
】

児
童
相
談
所
の
採
用
・
人
材
育
成
・
定
着
支
援
事
業
の
実
施
【
こ
ど
も
家
庭
庁
】

ス
ク
ー
ル
カ
ウ
ン
セ
ラ
ー
や
ス
ク
ー
ル
ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
カ
ー
等
に
よ
る
教
育
相
談
体
制
の
充
実
【
文
部
科
学
省
】
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Ⅱ
－
１
－
（
７
）
こ
ど
も
・
若
者
の
自
殺
対
策
、
犯
罪
な
ど
か
ら
こ
ど
も
・
若
者
を
守
る
取
組

項
目

R
7
年
度

R
8
年
度

R
9
年
度

R
1
0
年
度

R
1
1
年
度

こ
ど
も
が
安
全
に
安
心
し
て
イ
ン
タ
ー

ネ
ッ
ト
を
利
用
で
き
る
環
境
整
備

児
童
対
象
性
暴
力
の
防
止
の
た
め
の
総
合

的
な
取
組

Ⅱ
－
１
－
（
８
）
こ
ど
も
の
悩
み
を
受
け
止
め
る
環
境
づ
く
り
等
の
推
進

項
目

R
7
年
度

R
8
年
度

R
9
年
度

R
1
0
年
度

R
1
1
年
度

こ
ど
も
の
悩
み
を
受
け
止
め
る
環
境
づ
く

り
等
の
推
進

Ⅱ
－
２
－
（
１
）
こ
ど
も
の
誕
生
前
か
ら
幼
児
期
ま
で

項
目

R
7
年
度

R
8
年
度

R
9
年
度

R
1
0
年
度

R
1
1
年
度

出
産
費
用
（
正
常
分
娩
）
の
保
険
適
用
の

導
入
の
検
討

周
産
期
医
療
体
制
の
整
備

里
帰
り
出
産
を
行
う
妊
産
婦
へ
の
支
援
及

び
医
療
と
母
子
保
健
と
の
連
携
の
推
進

産
前
産
後
の
支
援
の
充
実
と
体
制
強
化

特
定
妊
婦
等
に
対
す
る
支
援
の
強
化

【
再
掲
】

妊
婦
の
た
め
の
支
援
給
付

地
域
自
殺
対
策
強
化
交
付
金
を
活
用
し
た
地
方
公
共
団
体
・
民
間
団
体
に
お
け
る
遺
児
へ
の
取
組
に
関
す
る
支
援
【
厚
生
労
働
省
】

統
計
調
査
に
よ
る
実
態
把
握
【
こ
ど
も
家
庭
庁
】

・
現
行
計
画
の
着
実
な
実
施
、
フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ
プ

・
次
期
計
画
に
向
け
た
議
論
（
有
識
者
検
討
会
・
地
方
連
携
フ
ォ
ー
ラ
ム
）
」

【
こ
ど
も
家
庭
庁
】

計
画
の

見
直
し

第
７
次
基
本
計
画

決
定

・
現
行
計
画
の
着
実
な
実
施
、
フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ
プ

・
次
期
計
画
に
向
け
た
議
論
【
こ
ど
も
家
庭
庁
】

児
童
対
象
性
暴
力
の
防
止
の
た
め
の
総
合
的
な
取
組
の
推
進
【
こ
ど
も
家
庭
庁
】

出
産
費
用
（
正
常
分
娩
）
の
保
険
適
用
の
導
入
の
検
討
【
厚
生
労
働
省
】

妊
婦
に
対
す
る
遠
方
の
分
娩
取
扱
施
設
へ
の
交
通
費
及
び
宿
泊
費
支
援
事
業
の
実
施
【
こ
ど
も
家
庭
庁
・
厚
生
労
働
省
】

Ｐ
Ｍ
Ｈ
導
入
自
治
体
拡
大
【
こ
ど
も
家
庭
庁
】

必
要
に
応
じ
て
更
な
る
Ｐ
Ｍ
Ｈ
の
機
能
追
加
・
拡
充

【
こ
ど
も
家
庭
庁
、
デ
ジ
タ
ル
庁
】

母
子
保
健
Ｄ
Ｘ
の
全
国
展
開
【
こ
ど
も
家
庭
庁
】

妊
産
婦
等
生
活
援
助
事
業
、
特
定
妊
婦
等
支
援
機
関
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
形
成
事
業
の
実
施
【
こ
ど
も
家
庭
庁
】

産
後
ケ
ア
事
業
を
、
地
域
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
事
業
に
位
置
付
け
、
提
供
体
制
の
確
保
を
推
進
【
こ
ど
も
家
庭
庁
】

法
定
事
業
と
し
て
実
施
【
こ
ど
も
家
庭
庁
】

こ
ど
も
や
支
援
団
体
等
と
の
意
見
交
換

【
こ
ど
も
家
庭
庁
】

Ｒ
７
年
度
の
取
組
を
踏
ま
え
各
種
施
策
に
反
映
【
こ
ど
も
家
庭
庁
】

こ
ど
も
に
関
す
る
官
民
の
相
談
窓
口
の

実
態
把
握
等
に
係
る
調
査
研
究

【
こ
ど
も
家
庭
庁
】

こ
ど
も
性
暴
力
防
止
法
の
施
行
【
こ
ど
も
家
庭
庁
】

こ
ど
も
の
悩
み
を
受
け
止
め
る
た
め
に

有
益
な
諸
活
動
等
に
関
す
る
広
報
【
こ

ど
も
家
庭
庁
】
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Ⅱ
－
２
－
（
１
）
こ
ど
も
の
誕
生
前
か
ら
幼
児
期
ま
で

項
目

R
7
年
度

R
8
年
度

R
9
年
度

R
1
0
年
度

R
1
1
年
度

新
生
児
マ
ス
ス
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
検
査
の
拡

充
に
向
け
た
検
証
の
推
進
及
び
新
生
児
聴

覚
検
査
に
関
す
る
取
組
の
推
進

乳
幼
児
健
診
の
推
進

「
は
じ
め
の
1
0
0
か
月
の
育
ち
ビ
ジ
ョ

ン
」
を
踏
ま
え
た
取
組
の
推
進

こ
ど
も
誰
で
も
通
園
制
度
の
推
進

幼
児
教
育
・
保
育
と
小
学
校
教
育
の
円
滑

な
接
続
の
推
進

地
方
公
共
団
体
に
お
け
る
幼
児
教
育
の
推

進
体
制
の
構
築

保
育
人
材
の
育
成
・
確
保
、
保
育
士
等
の

処
遇
改
善

職
員
配
置
基
準
の
改
善

Ⅱ
－
２
－
（
２
）
学
童
期
・
思
春
期

項
目

R
7
年
度

R
8
年
度

R
9
年
度

R
1
0
年
度

R
1
1
年
度

学
校
に
お
け
る
働
き
方
改
革
や
処
遇
改

善
、
指
導
・
運
営
体
制
の
充
実
の
一
体
的

推
進

法
定
事
業
と
し
て
実
施
【
こ
ど
も
家
庭
庁
】

新
規
２
疾
患
を
対
象
と
し
た
実
証
事
業

【
こ
ど
も
家
庭
庁
】

こ
ど
も
家
庭
科
研
（
実
施
体
制
の
構
築
に

関
す
る
研
究
）
【
こ
ど
も
家
庭
庁
】

新
生
児
聴
覚
検
査
の
公
費
負
担
の
実
施
の
働
き
か
け
【
こ
ど
も
家
庭
庁
】

Ｒ
８
年
度
以
降

重
症
複
合
免
疫
不
全
症
（
Ｓ
Ｃ
Ｉ
Ｄ
）
及
び
脊
髄
性
筋
萎
縮
症
（
Ｓ
Ｍ
Ａ
）
の
検
査
の
全
国
展
開
【
こ
ど
も
家
庭
庁
】

「
１
か
月
児
」
及
び
「
５
歳
児
」
へ
の
乳
幼
児
健
診
の
全
国
展
開
【
こ
ど
も
家
庭
庁
】

「
は
じ
め
の
10
0か

月
の
育
ち
ビ
ジ
ョ
ン
」
を
踏
ま
え
た
普
及
啓
発
・
人
材
養
成
・
調
査
研

究
の
集
中
的
な
実
施
【
こ
ど
も
家
庭
庁
】

「
は
じ
め
の
10
0か

月
の
育
ち
ビ
ジ
ョ
ン
」
の
関
連
施
策
の
総
合
的
な
推
進
【
こ
ど
も
家
庭
庁
を
中
心
と
し
た
政
府
全
体
】

子
ど
も
・
子
育
て
支
援
法
に
基
づ
く

地
域
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
事
業
に

位
置
づ
け
【
こ
ど
も
家
庭
庁
】

子
ど
も
・
子
育
て
支
援
法
に
基
づ
く
新
た
な
給
付
と
し
て
実
施
【
こ
ど
も
家
庭
庁
】

幼
児
教
育
・
保
育
と
小
学
校
教
育
の
円
滑
な
接
続
の
推
進
【
文
部
科
学
省
、
こ
ど
も
家
庭
庁
】

地
方
公
共
団
体
に
お
け
る
幼
児
教
育
の
推
進
体
制
の
構
築
を
推
進
【
文
部
科
学
省
】

費
用
の
使
途
の
見
え
る
化
の
実
施
【
こ
ど
も
家
庭
庁
】

４
・
５
歳
児
の
職
員
配
置
基
準
改
善
【
こ
ど
も
家
庭
庁
】

※
１
歳
児
に
つ
い
て
も
加
速
化
プ
ラ
ン
期
間
中
早
期
に
改
善
【
こ
ど
も
家
庭
庁
】

集
中
改
革
期
間
：
教
師
を
取
り
巻
く
環
境
整
備
を
推
進
【
文
部
科
学
省
】

小
学
校
に
お
け
る
教
科
担
任
制
の
拡
充
や
中
学
校
に
お
け
る
生
徒
指
導
担
当
教
師
の
配
置
拡
充
等
の
教
職
員
定
数
の
改
善
【
文
部
科
学
省
】

教
職
調
整
額
の
率
を
令
和
12
年
度
ま
で
に
10
％
へ
の
引
上
げ
を
行
う
【
文
部
科
学
省
】

教
員
業
務
支
援
員
等
の
支
援
ス
タ
ッ
フ
の
配
置
充
実
【
文
部
科
学
省
】

教
師
の
平
均
時
間
外
在
校
等
時
間
を
約
３
割
縮
減
し
、
月
30
時
間
程
度
に
縮
減
す
る
こ
と
を
目
標
と
し
て
働
き
方
改
革
を
進
め
る
【
文
部
科
学
省
】

「
１
歳
児
配
置
改
善
加
算
」
を
創
設
（
職
場
環
境
改
善
を
進
め
て
い
る
施
設
・
事
業
所
に
お
い
て
、
１
歳
児
の
職
員
配
置
を
5対

１
以
上
に
改
善
し
た
場
合
に
加
算
）
【
こ
ど
も
家
庭
庁
】

123



Ⅱ
－
２
－
（
２
）
学
童
期
・
思
春
期

項
目

R
7
年
度

R
8
年
度

R
9
年
度

R
1
0
年
度

R
1
1
年
度

学
び
と
社
会
の
連
携
促
進

地
域
の
ス
ポ
ー
ツ
・
文
化
芸
術
環
境
の
整

備 在
外
教
育
施
設
の
教
育
の
振
興

こ
ど
も
の
居
場
所
づ
く
り
の
推
進

こ
ど
も
た
ち
の
持
つ
多
様
な
個
性
・
才

能
・
創
造
性
を
伸
ば
せ
る
場
の
検
証
等

放
課
後
児
童
対
策
に
係
る
取
組
の
強
化

金
融
経
済
教
育
の
充
実

地
域
に
お
け
る
ラ
イ
フ
デ
ザ
イ
ン
支
援
等

の
推
進

学
び
と
社
会
の
連
携
促
進
【
経
済
産
業
省
】

改
革
推
進
期
間
と
し
て
、
部
活
動
の

地
域
連
携
や
地
域
ク
ラ
ブ
活
動
へ
の

移
行
に
向
け
た
実
証
事
業
の
実
施
や

実
証
事
業
の
成
果
等
を
検
証

【
ス
ポ
ー
ツ
庁
・
文
化
庁
】

実
証
事
業
の
成
果
等
の
検
証
な
ど
を
踏
ま
え
、
地
域
の
実
情
に
応
じ
た
地
域
ス
ポ
ー
ツ
・
文
化
芸
術
環
境
の
整
備
の
検
討

【
ス
ポ
ー
ツ
庁
・
文
化
庁
】

日
本
人
学
校
に
お
け
る
義
務
標
準
法
に
準
じ
た
教
員
配
置
の
計
画
的
実
現
【
文
部
科
学
省
】

「
選
ば
れ
る
在
外
教
育
施
設
」
づ
く
り
に
向
け
た
先
導
的
な
特
色
あ
る
研
究
開
発
の
支
援
の

実
施
【
文
部
科
学
省
】

左
記
取
組
の
成
果
を
踏
ま
え
、
事
業
の
見
直
し
・
検
討
【
文
部
科
学
省
】

「
こ
ど
も
の
居
場
所
づ
く
り
に
関
す
る
指
針
」
に
基
づ
く
事
業
実
施
【
こ
ど
も
家
庭
庁
】

「
こ
ど
も
の
居
場
所
づ
く
り
に
関
す
る
指

針
」
の
見
直
し
の
検
討

【
こ
ど
も
家
庭
庁
】

こ
ど
も
た
ち
の
持
つ
多
様
な
個
性
・
才
能
・
創
造
性
を
伸
ば
せ
る
場
の
検
証
等
【
経
済
産
業
省
】

放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
の
約
15
2万

人
分
の
受
け
皿
整
備
の
推
進
、
待
機
児
童
の
解
消
（
加
速
化

プ
ラ
ン
期
間
中
の
で
き
る
だ
け
早
期
に
達
成
）
【
こ
ど
も
家
庭
庁
】

学
校
施
設
を
活
用
し
た
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
を
で
き
る
限
り
早
期
に
実
施
（
所
管
部
局
の
求
め
に
応
じ
て
）
、
福
祉
部
局
と
教
育
委
員
会
の
連
携
促
進
【
こ
ど
も
家
庭
庁
、
文
部
科
学
省
】

金
融
経
済
教
育
の
更
な
る
充
実
に
向
け
た
機
構
の
幅
広
い
活
動
の
推
進

・
学
校
・
企
業
向
け
の
出
張
授
業
等
の
実
施

・
顧
客
の
立
場
に
立
っ
た
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
の
認
定
・
支
援

・
個
人
に
対
す
る
個
別
相
談
の
実
施
・
支
援

・
金
融
経
済
教
育
の
教
材
・
コ
ン
テ
ン
ツ
の
作
成
、
等
【
金
融
庁
】

教
員
業
務
支
援
員
等
の
支
援
ス
タ
ッ
フ
の
配
置
充
実
【
文
部
科
学
省
】

在
外
な
ら
で
は
の
課
題
改
善
や

教
育
活
動
支
援
の
た
め
の
実
証

研
究
の
実
施
【
文
部
科
学
省
】

左
記
取
組
の
成
果
を
踏
ま
え
、
事
業
の
見
直
し
・
検
討
【
文
部
科
学
省
】

こ
ど
も
の
居
場
所
の
調
査
方
法
に
つ
い
て

の
調
査
研
究

【
こ
ど
も
家
庭
庁
】

こ
ど
も
の
居
場
所
づ
く
り
を
促
進
す
る
人
材
配
置

に
関
す
る
調
査
研
究
【
こ
ど
も
家
庭
庁
】

「
放
課
後
児
童
対
策
パ
ッ
ケ
ー
ジ
20
25
」

に
基
づ
く
取
組
の
推
進

【
こ
ど
も
家
庭
庁
、
文
部
科
学
省
】

地
域
少
子
化
対
策
重
点
推
進
交
付
金
に
よ
る
支
援
、
地
方
公
共
団
体
へ
の
働
き
か
け
等
【
こ
ど
も
家
庭
庁
】
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Ⅲ
－
２
－
（
５
）
こ
ど
も
・
若
者
、
子
育
て
に
や
さ
し
い
社
会
づ
く
り
の
た
め
の
意
識
改
革

項
目

R
7
年
度

R
8
年
度

R
9
年
度

R
1
0
年
度

R
1
1
年
度

「
こ
ど
も
ま
ん
な
か
ア
ク
シ
ョ
ン
」
の
推

進 地
域
に
お
け
る
結
婚
・
子
育
て
に
温
か
い

社
会
づ
く
り
・
気
運
醸
成
の
推
進

結
婚
や
子
育
て
に
関
す
る
若
い
世
代
を
主

体
と
す
る
情
報
発
信
等

Ⅲ
－
３
－
（
１
）
国
に
お
け
る
推
進
体
制

項
目

R
7
年
度

R
8
年
度

R
9
年
度

R
1
0
年
度

R
1
1
年
度

施
策
が
こ
ど
も
や
若
者
に
与
え
る
影
響
を

評
価
す
る
取
組
の
在
り
方
に
関
す
る
調
査

研
究

Ⅲ
－
３
－
（
３
）
自
治
体
こ
ど
も
計
画
の
策
定
促
進
、
地
方
公
共
団
体
と
の
連
携

項
目

R
7
年
度

R
8
年
度

R
9
年
度

R
1
0
年
度

R
1
1
年
度

自
治
体
こ
ど
も
計
画
の
策
定
支
援
・
策
定

状
況
の
公
表

Ⅲ
－
３
－
（
５
）
安
定
的
な
財
源
の
確
保

項
目

R
7
年
度

R
8
年
度

R
9
年
度

R
1
0
年
度

R
1
1
年
度

「
こ
ど
も
・
子
育
て
支
援
加
速
化
プ
ラ

ン
」
に
係
る
安
定
財
源
の
確
保

「
こ
ど
も
ま
ん
な
か
ア
ク
シ
ョ
ン
」
、
Ｓ
Ｎ
Ｓ
を
活
用
し
た
プ
ッ
シ
ュ
型
で
の
情
報
発
信
、

各
地
域
で
リ
レ
ー
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
開
催
、
こ
ど
も
ま
ん
な
か
月
間
等
の
取
組
を
継
続
し
て

実
施
【
こ
ど
も
家
庭
庁
】

自
治
体
こ
ど
も
計
画
の
策
定
支
援
【
こ
ど
も
家
庭
庁
】

ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の
周
知
、
活
用
促
進
【
こ
ど
も
家
庭
庁
】

自
治
体
こ
ど
も
計
画
、
こ
ど
も
に
関
す
る
基
本
的
な
方
針
・
施
策
に
つ
い
て
定
め
た
条
例
の
見
え
る
化
【
こ
ど
も
家
庭
庁
】

若
い
世
代
主
体
の
情
報
発
信
、
結
婚
・
子
育
て
に
係
る
デ
ー
タ
や
支
援
制
度
等
に
関
す
る
コ
ン
テ
ン
ツ
開
発
や
公
開
【
こ
ど
も
家
庭
庁
】

自
治
体
こ
ど
も
計
画
の
策
定
支
援
【
こ
ど
も
家
庭
庁
】

ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の
改
訂
・
活
用
促
進
【
こ
ど
も
家
庭
庁
】

自
治
体
こ
ど
も
計
画
、
こ
ど
も
に
関
す
る
基
本
的
な
方
針
・
施
策
に
つ
い
て
定
め
た
条
例
の
見
え
る
化
【
こ
ど
も
家
庭
庁
】

歳
出
改
革
に
よ
る
公
費
節
減
【
こ
ど
も
家
庭
庁
、
厚
生
労
働
省
】

子
ど
も
・
子
育
て
支
援
特
例
公
債
の
発
行
（
Ｒ
６
.1
0～

Ｒ
10
）
【
こ
ど
も
家
庭
庁
】

歳
出
改
革
に
よ
る
公
費
節
減
計
1.
1兆

円

既
定
予
算
の
活
用
【
こ
ど
も
家
庭
庁
、
厚
生
労
働
省
】

子
ど
も
・
子
育
て
支
援
金
に
よ
る
財
源
確
保
【
こ
ど
も
家
庭
庁
】

計
１
兆
円

既
定
予
算
の
活
用
計
1.
5兆

円

子
ど
も
・
子
育
て
支
援
金
に
よ
る

財
源
確
保
【
こ
ど
も
家
庭
庁
】

計
0.
8兆

円

子
ど
も
・
子
育
て
支
援
金
に
よ
る

財
源
確
保
【
こ
ど
も
家
庭
庁
】

計
0.
6兆

円

地
域
少
子
化
対
策
重
点
推
進
交
付
金
に
よ
る
支
援
、
地
方
公
共
団
体
の
優
れ
た
取
組
を
横
展
開

等
【
こ
ど
も
家
庭
庁
】
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